
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱 

一 
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
（
国
籍
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
内
に
あ
る
者
及
び
日
本
の
国
籍
の
選
択

の
宣
言
を
し
た
者
を
除
く
。
）
は
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
関
係
） 

二 

衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
選
挙
に
お
け
る
選
挙
公
報
の
掲
載
事
項
と
し
て
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
（
外
国

の
国
籍
を
有
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
国
籍
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
期
間
内
に
あ
る
旨
又
は
日
本
の
国
籍
の
選
択
の

宣
言
を
し
た
旨
を
含
む
。
）
を
明
記
す
る
こ
と
。 

（
第
百
六
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
関
係
） 

三 

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。 

 
 
 

（
附
則
第
一
項
関
係
） 

四 

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。 
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◎
公
職
選
挙
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
新
旧
対
照
表 

○
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
（
抄
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 
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（
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
） 

第
十
一
条
の
二 

公
職
に
あ
る
間
に
犯
し
た
前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受

け
た
者
で
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
当
該
五
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
被
選
挙
権

を
有
し
な
い
。 

２ 

外
国
の
国
籍
を
有
す
る
日
本
国
民
（
国
籍
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
籍
の
選
択
を
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
期
間
内
に
あ
る
者
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
択
の
宣
言
を
し
た

者
を
除
く
。
）
は
、
衆
議
院
議
員
及
び
参
議
院
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
。 

 

（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止
） 

第
八
十
六
条
の
八 

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十

二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し

な
い
者
は
、
公
職
の
候
補
者
（
第
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙

権
を
有
し
な
い
者
に
あ
つ
て
は
、
衆
議
院
議
員
又
は
参
議
院
議
員
の
候
補
者
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
な
り
、
又
は
公
職
の
候
補
者
で
あ
る
こ
と

が
で
き
な
い
。 

（
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
者
） 

第
十
一
条
の
二 

公
職
に
あ
る
間
に
犯
し
た
前
条
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る

罪
に
よ
り
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受

け
た
者
で
そ
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
そ
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
日
か
ら
五

年
を
経
過
し
た
も
の
は
、
当
該
五
年
を
経
過
し
た
日
か
ら
五
年
間
、
被
選
挙
権

を
有
し
な
い
。 

〔
新
設
〕 

    

（
被
選
挙
権
の
な
い
者
等
の
立
候
補
の
禁
止
） 

第
八
十
六
条
の
八 

第
十
一
条
第
一
項
、
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十

二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
被
選
挙
権
を
有
し

な
い
者
は
、
公
職
の
候
補
者
と
な
り
、
又
は
公
職
の
候
補
者
で
あ
る
こ
と
が
で

き
な
い
。 
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２ 

〔
略
〕 

 

（
選
挙
公
報
の
発
行
） 

第
百
六
十
七
条 
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）

議
員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
公
職
の
候
補
者

の
氏
名
、
経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
（
外
国
の
国
籍
を
有
す
る
者
に

あ
つ
て
は
、
国
籍
法
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
国
籍
の
選
択
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
期
間
内
に
あ
る
旨
又
は
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
選
択
の
宣

言
を
し
た
旨
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
、
政
見
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、

都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
等

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除

く
。
）
ご
と
に
、
一
回
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙

に
つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者
の
写
真
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選

挙
に
お
い
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院

名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
及
び
当
選
人
と
な

る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
お
い
て
は
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参

議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
及
び
写
真
等

を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除

く
。
）
ご
と
に
、
一
回
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３
～
５ 

〔
略
〕 

２ 

〔
略
〕 

 

（
選
挙
公
報
の
発
行
） 

第
百
六
十
七
条 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）

議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員

会
は
、
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、

選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る
再
選
挙
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
一
回
発
行
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議

員
又
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
は
、
公
職
の
候
補
者

の
写
真
を
掲
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

    

２ 

都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
は
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選

挙
に
お
い
て
は
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院

名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
し
た
選

挙
公
報
を
、
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
は
参
議
院
名

簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経

歴
及
び
写
真
等
を
掲
載
し
た
選
挙
公
報
を
、
選
挙
（
選
挙
の
一
部
無
効
に
よ
る

再
選
挙
を
除
く
。
）
ご
と
に
、
一
回
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３
～
５ 

〔
略
〕 
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（
掲
載
文
の
申
請
） 

第
百
六
十
八
条 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
若
し
く
は
参
議
院
（
選
挙
区

選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
が
選
挙
公
報
に
氏
名
、
経
歴
、

外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
、
政
見
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
、
又

は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
が
選
挙
公
報
に
氏
名
、
経

歴
、
政
見
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
（
衆
議
院
小

選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て
は
、
併
せ

て
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又

は
告
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
日
間
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ

つ
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
）
に
、
当
該
選
挙

に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙
に

つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選
挙
区
選
挙

管
理
委
員
会
）
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、

経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
の
掲
載

を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公

示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、

経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
及
び
写
真
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る

 

（
掲
載
文
の
申
請
） 

第
百
六
十
八
条 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）

議
員
又
は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
お
い
て
公
職
の
候
補
者
が
選
挙
公
報
に

氏
名
、
経
歴
、
政
見
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
（
衆

議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
又
は
参
議
院
選
挙
区
選
出
議
員
の
選
挙
に
あ
つ
て

は
、
併
せ
て
写
真
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。
）
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日

の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
日
間
（
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
の

選
挙
に
あ
つ
て
は
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
）
に
、

当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
選
挙
管
理
委
員
会
（
参
議
院
合
同
選
挙

区
選
挙
に
つ
い
て
は
、
当
該
選
挙
に
関
す
る
事
務
を
管
理
す
る
参
議
院
合
同
選

挙
区
選
挙
管
理
委
員
会
）
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

２ 

衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、

経
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

そ
の
掲
載
文
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
に
、

中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
お
い
て
参
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
が
選
挙
公
報
に
そ
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、

経
歴
及
び
写
真
等
の
掲
載
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
具
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と
き
は
、
そ
の
掲
載
文
を
具
し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ

た
日
か
ら
二
日
間
に
、
中
央
選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
当
該
掲
載

文
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
部
分
に
、
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、

経
歴
及
び
外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
を
記
載
し
、
及
び
写
真
を
貼
り
付
け
る

こ
と
等
に
よ
り
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
紹
介
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

〔
略
〕 

 

（
選
挙
公
報
の
発
行
手
続
） 

第
百
六
十
九
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
若
し
く
は
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員

の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経
歴
、

外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
、
政
見
、
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
、
都
道
府
県

知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補
者
の
氏
名
、
経

歴
、
政
見
、
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
、
衆
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議
員
の

選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名
称
及

び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
、
外
国
の
国
籍
の
得
喪

の
履
歴
及
び
当
選
人
と
な
る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
す
る
場
合
又
は
参
議
院
（
比

例
代
表
選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
参
議
院
名
簿
届

出
政
党
等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
、

外
国
の
国
籍
の
得
喪
の
履
歴
及
び
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ

の
掲
載
の
順
序
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委
員
会
が
く
じ
で
定
め
る
。 

し
、
当
該
選
挙
の
期
日
の
公
示
又
は
告
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
二
日
間
に
、
中
央

選
挙
管
理
会
に
、
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

当
該
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
は
、
当
該
掲
載
文
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す

る
部
分
に
、
各
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
及
び
経
歴
を
記
載
し
、
及
び
写
真

を
は
り
付
け
る
こ
と
等
に
よ
り
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
紹
介
に
努
め
る
も
の

と
す
る
。 

４ 

〔
略
〕 

 

（
選
挙
公
報
の
発
行
手
続
） 

第
百
六
十
九
条 

〔
略
〕 

２
～
５ 

〔
略
〕 

６ 

衆
議
院
（
小
選
挙
区
選
出
）
議
員
、
参
議
院
（
選
挙
区
選
出
）
議
員
若
し
く

は
都
道
府
県
知
事
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
人
以
上
の
公
職
の
候
補

者
の
氏
名
、
経
歴
、
政
見
、
写
真
等
を
掲
載
す
る
場
合
、
衆
議
院
（
比
例
代
表

選
出
）
議
員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
衆
議
院
名
簿
届
出
政
党

等
の
名
称
及
び
略
称
、
政
見
、
衆
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
当
選

人
と
な
る
べ
き
順
位
等
を
掲
載
す
る
場
合
又
は
参
議
院
（
比
例
代
表
選
出
）
議

員
の
選
挙
に
つ
い
て
一
の
用
紙
に
二
以
上
の
参
議
院
名
簿
届
出
政
党
等
の
名

称
及
び
略
称
、
政
見
、
参
議
院
名
簿
登
載
者
の
氏
名
、
経
歴
及
び
写
真
等
を
掲

載
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
掲
載
の
順
序
は
、
都
道
府
県
の
選
挙
管
理
委

員
会
が
く
じ
で
定
め
る
。 
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７ 

〔
略
〕 

７ 

〔
略
〕 

 
 

 



  

- 6 - 

○
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
（
抄
）
（
附
則
第
二
項
関
係
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

改 
 

 

正 
 

 

案 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

現 
 

 
 

 
 

行 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

第
百
二
十
七
条 
普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
者
で
あ
る
と
き
又
は
第
九
十
二
条
の
二
（
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
そ
の
被
選
挙
権
の
有
無
又
は
第
九
十
二

条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
議
員
が
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
、

第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法

第
二
十
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
場
合
を
除
く

ほ
か
、
議
会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
出
席
議
員
の
三

分
の
二
以
上
の
多
数
に
よ
り
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
百
四
十
三
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た

と
き
又
は
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
そ
の
被
選
挙

権
の
有
無
又
は
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
が
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
第
一
項
若
し
く
は
第
二
百
五

十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
被
選

挙
権
を
有
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理

委
員
会
が
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

第
百
二
十
七
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
議
会
の
議
員
が
被
選
挙
権
を
有
し
な

い
者
で
あ
る
と
き
又
は
第
九
十
二
条
の
二
（
第
二
百
八
十
七
条
の
二
第
七
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
に

該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
そ
の
被
選
挙
権
の
有
無
又
は
第
九
十
二

条
の
二
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
議
員
が
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
、

第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条
又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十

八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
被
選
挙
権
を
有
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
議

会
が
こ
れ
を
決
定
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
出
席
議
員
の
三
分
の
二
以

上
の
多
数
に
よ
り
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
百
四
十
三
条 

普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
が
、
被
選
挙
権
を
有
し
な
く
な
つ
た

と
き
又
は
前
条
の
規
定
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
う
。
そ
の
被
選
挙

権
の
有
無
又
は
同
条
の
規
定
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体

の
長
が
公
職
選
挙
法
第
十
一
条
、
第
十
一
条
の
二
若
し
く
は
第
二
百
五
十
二
条

又
は
政
治
資
金
規
正
法
第
二
十
八
条
の
規
定
に
該
当
す
る
た
め
被
選
挙
権
を

有
し
な
い
場
合
を
除
く
ほ
か
、
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
選
挙
管
理
委
員
会

が
こ
れ
を
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
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②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
百
六
十
四
条 

公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
二
第
一
項

の
規
定
に
該
当
す
る
者
は
、
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な

い
。 

② 

〔
略
〕 

②
～
④ 

〔
略
〕 

 

第
百
六
十
四
条 

公
職
選
挙
法
第
十
一
条
第
一
項
又
は
第
十
一
条
の
二
の
規
定

に
該
当
す
る
者
は
、
副
知
事
又
は
副
市
町
村
長
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

 

② 

〔
略
〕 

 
 

 
 


